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一

農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券
）

（
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券
）

第
一
条
の
二

法
第
十
条
第
六
項
第
六
号
の
二
の
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券

第
一
条
の
二

法
第
十
条
第
六
項
第
六
号
の
二
の
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券

と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政

と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政

令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
二
項
に
規

令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
又
は
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
有
価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
法

定
す
る
有
価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
又
は
第
四

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
又
は
第
四

号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
証
券
取
引

号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
証
券
取
引

法
施
行
令
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価

法
施
行
令
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価

証
券
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第

証
券
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第

一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
指
名
金
銭
債
権
又
は
指
名
金
銭
債
権

一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
指
名
金
銭
債
権
又
は
指
名
金
銭
債
権

を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
金
銭
債
権
等
と
貯
金
等
と
の
誤
認
防
止
）

（
金
銭
債
権
等
と
貯
金
等
と
の
誤
認
防
止
）

第
十
二
条

組
合
は
、
次
に
掲
げ
る
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
事
業
の
方
法

第
十
二
条

組
合
は
、
次
に
掲
げ
る
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
事
業
の
方
法

に
応
じ
、
利
用
者
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
を
踏
ま
え
、
利
用
者
に
対

に
応
じ
、
利
用
者
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
を
踏
ま
え
、
利
用
者
に
対

し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
貯
金
等
と
の
誤
認
を
防
止

し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
貯
金
等
と
の
誤
認
を
防
止

す
る
た
め
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
た
め
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

証
券
取
引
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
有

二

証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
十
条
第
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価
証
券
（
国
債
証
券
等
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
国
債
証
券

十
項
第
二
号
に
掲
げ
る
短
期
商
工
債
券
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
短
期
債
券

、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
地
方
債
証
券
並
び
に
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に

又
は
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
短
期
農
林
債
券
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同

掲
げ
る
有
価
証
券
（
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
い
に
つ
い
て
保

法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
、
第
五
号
の
三
若
し
く
は
第
七
号
の
四
に
掲

証
し
て
い
る
社
債
券
そ
の
他
の
債
券
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

げ
る
有
価
証
券
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
証
券
取
引
法
施
行
令

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
国
債
証
券
等
の
み
の
有
価
証
券
指
数
を
除
く
。
）

第
十
七
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

有
価
証
券
（
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
証
券
又
は
証
書
を
除
く
。
）

（
削
る
）

三

投
資
信
託
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
及
び
同
条
第
二
十
八

項
に
規
定
す
る
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
受
益

証
券
」
と
い
う
。
）

三

（
略
）

四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
投
資
信
託
委
託
業
者
へ
の
店
舗
貸
し
に
よ
る
受
益
証
券
の
取
扱
い
）

（
投
資
信
託
委
託
業
者
へ
の
店
舗
貸
し
に
よ
る
受
益
証
券
の
取
扱
い
）

第
十
三
条

組
合
は
、
投
資
信
託
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
委

第
十
三
条

組
合
は
、
投
資
信
託
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
委

託
業
者
が
当
該
組
合
の
事
務
所
の
一
部
を
使
用
し
て
同
法
に
規
定
す
る
外
国
投

託
業
者
が
当
該
組
合
の
事
務
所
の
一
部
を
使
用
し
て
受
益
証
券
を
取
り
扱
う
場

資
信
託
の
受
益
証
券
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
受
益
証
券
」
と
い
う
。

合
に
は
、
組
合
が
貯
金
等
を
取
り
扱
う
場
所
と
投
資
信
託
委
託
業
者
が
受
益
証

）
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
組
合
が
貯
金
等
を
取
り
扱
う
場
所
と
投
資
信
託
委

券
を
取
り
扱
う
場
所
と
を
明
確
に
区
分
す
る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
誤
解
を
招

託
業
者
が
受
益
証
券
を
取
り
扱
う
場
所
と
を
明
確
に
区
分
す
る
と
と
も
に
、
利

く
お
そ
れ
の
あ
る
掲
示
を
行
わ
な
い
等
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

用
者
の
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
掲
示
を
行
わ
な
い
等
の
適
切
な
措
置
を
講

な
い

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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二

漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

改

正

案

現

行

（
投
資
信
託
等
と
貯
金
等
と
の
誤
認
防
止
）

（
投
資
信
託
等
と
貯
金
等
と
の
誤
認
防
止
）

第
九
条

組
合
又
は
連
合
会
は
、
次
に
掲
げ
る
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
業

第
九
条

組
合
又
は
連
合
会
は
、
次
に
掲
げ
る
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
業

務
の
方
法
に
応
じ
、
利
用
者
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
を
踏
ま
え
、
利

務
の
方
法
に
応
じ
、
利
用
者
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
を
踏
ま
え
、
利

用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
貯
金
等
と
の
誤

用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
貯
金
等
と
の
誤

認
を
防
止
す
る
た
め
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
を
防
止
す
る
た
め
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

証
券
取
引
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
有

価
証
券
（
国
債
証
券
等
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
国
債
証
券

、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
地
方
債
証
券
並
び
に
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に

掲
げ
る
有
価
証
券
（
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
い
に
つ
い
て
保

証
し
て
い
る
社
債
券
そ
の
他
の
債
権
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
国
債
証
券
等
の
み
の
有
価
証
券
指
数
及
び
第
一
号
に
掲

げ
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）
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三

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
付
随
業
務
）

（
付
随
業
務
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
六
号
の
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券
と
し
て
主

２

法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
六
号
の
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券
と
し
て
主

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百

二
十
一
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有

二
十
一
号
）
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有

価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
法
（
昭
和
二

価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
又
は
第
四
号
に
掲
げ

十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
又
は
第
四
号
に
掲
げ

る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
証
券
取
引
法
施
行
令

る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
証
券
取
引
法
施
行
令

第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
定

第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
定

め
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
第
一
号

め
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
第
一
号

に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
指
名
金
銭
債
権
又
は
指
名
金
銭
債
権
を
信
託
す
る

に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
指
名
金
銭
債
権
又
は
指
名
金
銭
債
権
を
信
託
す
る

信
託
の
受
益
権
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

信
託
の
受
益
権
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
一
条

農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
預
金

第
二
十
一
条

農
林
中
央
金
庫
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
預
金

者
等
（
預
金
者
及
び
定
期
積
金
の
積
金
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

者
等
（
預
金
者
及
び
定
期
積
金
の
積
金
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

じ
。
）
に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
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行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が

五

次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が

満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預

満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預

入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他

入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他

当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

イ
〜
ニ

（
略
）

イ
〜
ニ

（
略
）

ホ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
又
は

ホ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
又
は

同
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
三
号
イ
の
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取

同
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お

引
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
国
債
証
券
、
同
項
第
二
号
に

け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

掲
げ
る
地
方
債
証
券
並
び
に
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証

す
る
国
債
証
券
等
又
は
同
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
外
国
国
債
証
券
に
係

券
（
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
い
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る

る
も
の
に
限
る
。
）

社
債
券
そ
の
他
の
債
券
に
限
る
。
）
（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
お

い
て
「
国
債
証
券
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号

に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
同
項
第
一
号
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

六

（
略
）

六

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

（
金
銭
債
権
等
と
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
）

（
金
銭
債
権
等
と
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
）

第
二
十
三
条

農
林
中
央
金
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、

第
二
十
三
条

農
林
中
央
金
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、

業
務
の
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
を
踏
ま
え
、
顧

業
務
の
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
を
踏
ま
え
、
顧

客
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
預
金
等
と
の
誤
認

客
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
預
金
等
と
の
誤
認
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を
防
止
す
る
た
め
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
防
止
す
る
た
め
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

証
券
取
引
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
有

二

証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
五
十
四

価
証
券
（
国
債
証
券
等
及
び
国
債
証
券
等
の
み
の
有
価
証
券
指
数
を
除
く
。

条
第
六
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
短
期
商
工
債
券
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
短
期
債

）

券
又
は
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
短
期
農
林
債
券
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法

第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
、
第
五
号
の
三
若
し
く
は
第
七
号
の
四
に
掲
げ

る
有
価
証
券
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
証
券
取
引
法
施
行
令
第

十
七
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有

価
証
券
（
第
十
七
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
証
券
又
は
証
書
を
除
く
。

）

（
削
る
）

三

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
投
資
信
託
若
し
く

は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
、
投
資
証
券
、
投
資
法
人
債
券
又
は
外
国
投

資
証
券
（
次
条
に
お
い
て
「
受
益
証
券
等
」
と
い
う
。
）

三

（
略
）

四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
投
資
信
託
委
託
業
者
へ
の
店
舗
貸
し
に
よ
る
受
益
証
券
等
の
取
扱
い
）

（
投
資
信
託
委
託
業
者
へ
の
店
舗
貸
し
に
よ
る
受
益
証
券
等
の
取
扱
い
）

第
二
十
四
条

農
林
中
央
金
庫
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第

第
二
十
四
条

農
林
中
央
金
庫
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
委
託
業
者
が
農
林
中
央
金
庫
の
事
務
所

二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
委
託
業
者
が
農
林
中
央
金
庫
の
事
務
所

等
の
一
部
を
使
用
し
て
同
法
に
規
定
す
る
投
資
信
託
若
し
く
は
外
国
投
資
信
託

等
の
一
部
を
使
用
し
て
受
益
証
券
等
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
農
林
中
央
金
庫

の
受
益
証
券
、
投
資
証
券
、
投
資
法
人
債
券
又
は
外
国
投
資
証
券
（
以
下
こ
の

が
預
金
等
を
取
り
扱
う
場
所
と
投
資
信
託
委
託
業
者
が
受
益
証
券
等
を
取
り
扱

条
に
お
い
て
「
受
益
証
券
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
農
林
中

う
場
所
と
を
明
確
に
区
分
す
る
と
と
も
に
、
顧
客
の
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
の
あ

央
金
庫
が
預
金
等
を
取
り
扱
う
場
所
と
投
資
信
託
委
託
業
者
が
受
益
証
券
等
を

る
掲
示
を
行
わ
な
い
等
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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取
り
扱
う
場
所
と
を
明
確
に
区
分
す
る
と
と
も
に
、
顧
客
の
誤
解
を
招
く
お
そ

れ
の
あ
る
掲
示
を
行
わ
な
い
等
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
取
引
勘
定
）

（
特
定
取
引
勘
定
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
特
定
取
引
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
有
価
証

２

前
項
の
特
定
取
引
と
は
、
農
林
中
央
金
庫
が
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
有
価
証

券
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
（
第
五
項
に
お
い
て
「
指
標
」
と
い
う

券
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
（
第
五
項
に
お
い
て
「
指
標
」
と
い
う

。
）
に
係
る
短
期
的
な
変
動
、
市
場
間
の
格
差
等
を
利
用
し
て
利
益
を
得
る
目

。
）
に
係
る
短
期
的
な
変
動
、
市
場
間
の
格
差
等
を
利
用
し
て
利
益
を
得
る
目

的
又
は
当
該
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
得
る
損
失
を
減
少
さ
せ

的
又
は
当
該
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
得
る
損
失
を
減
少
さ
せ

る
目
的
で
自
己
の
計
算
に
お
い
て
行
う
金
融
先
物
取
引
等
及
び
次
に
掲
げ
る
取

る
目
的
で
自
己
の
計
算
に
お
い
て
行
う
金
融
先
物
取
引
等
及
び
次
に
掲
げ
る
取

引
と
す
る
。

引
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
五

三

証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
五

十
四
条
第
六
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
特
定
短
期
社
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。

十
四
条
第
六
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
特
定
短
期
社
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
、
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
三
及
び
第
七
号
の
四
に
掲
げ
る

）
、
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
三
及
び
第
七
号
の
四
に
掲
げ
る

有
価
証
券
並
び
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
五
十
四
条
第
六

有
価
証
券
並
び
に
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
五
十
四
条
第
六

項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
短
期
社
債
及
び
同
号
ニ
に
掲
げ
る
短
期
社
債
に
係
る

項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
短
期
社
債
及
び
同
号
ニ
に
掲
げ
る
短
期
社
債
に
係
る

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
証
券
取
引
法
第
二
条

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
証
券
取
引
法
第
二
条

第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
七
条
の
二
第

性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
七
条
の
二
第

一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
号
及
び

二
項
第
三
号
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
号
及
び

第
五
項
に
お
い
て
「
資
産
対
応
証
券
」
と
い
う
。
）
の
引
受
け
（
資
産
対
応

第
五
項
に
お
い
て
「
資
産
対
応
証
券
」
と
い
う
。
）
の
引
受
け
（
資
産
対
応

証
券
の
発
行
に
際
し
て
当
該
資
産
対
応
証
券
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
他
に

証
券
の
発
行
に
際
し
て
当
該
資
産
対
応
証
券
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
他
に
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こ
れ
を
取
得
す
る
者
が
な
い
場
合
に
そ
の
残
部
を
取
得
す
る
契
約
を
締
結
す

こ
れ
を
取
得
す
る
者
が
な
い
場
合
に
そ
の
残
部
を
取
得
す
る
契
約
を
締
結
す

る
取
引
に
限
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

る
取
引
に
限
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

四
〜
十
六

（
略
）

四
〜
十
六

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）


